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政
府
の
方
針
に
異
を
唱
え
た
と
さ
れ
る
釜
山
総
領
事
の
交
代
に
関
す
る
質
問
主
意
書

毎
日
新
聞
、
産
経
新
聞
等
の
報
道
に
よ
る
と
、
外
務
省
は
六
月
一
日
付
で
、
森
本
康
敬
釜
山
総
領
事
を
事
実
上
更
迭
し
、
帰

国
命
令
を
出
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
更
迭
の
理
由
と
し
て
、
知
人
と
の
会
食
の
席
で
自
身
の
一
時
帰
国
を
決
め
た
安
倍
晋
三

首
相
ら
首
相
官
邸
の
判
断
を
批
判
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

一

森
本
総
領
事
の
更
迭
は
、
政
府
方
針
へ
の
批
判
が
原
因
で
あ
る
か
。

二

森
本
総
領
事
が
自
身
を
一
時
帰
国
さ
せ
た
首
相
官
邸
の
方
針
を
批
判
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
承
知
し
て

い
た
か
。

右
質
問
す
る
。


